
指定管理者制度及び藤沢市生きがい福祉センター設置目的等への理解 

 

１ 指定管理者制度への理解 

指定管理者制度の目的は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するた

め、公の施設の管理に民間事業所の有する能力、経験、知識等を活用し、住民サービスの

向上を図るとともに、効率的な管理運営を行うことにより、経費の縮減等を図るものと理

解しています。 

私たち公益財団法人藤沢市まちづくり協会は、平成１６年度から指定管理者として多く

の実績を有してきましたが、これからも引き続き、職員全員が一体となり、住民サービス

の向上を目指して公共施設の指定管理事業を行ってまいります。 

 

２ 生きがい福祉センター設置目的等への理解 

 （１）基本理念 

生きがい福祉センターの設置目的である「生きがいを求める高齢者及び心身障が   

い者等が自己の能力と経験を活用することにより、福祉の向上を図る」ための施設という

役割を理解し、誰もが安全で安心して利用できる施設管理を行うとともに、高齢者及び心

身障がい者等の社会参加や就業機会の確保及び提供等に努めます。 

 （２）生きがい福祉センターの管理運営の基本方針 

生きがい福祉センターの管理運営については、施設及び設備の維持管理に関する業務に

加えて、心身障がい者等の社会参加や就業機会の確保及び提供等を行う「生きがい就労セ

ンター事業」と高齢者の就業機会の確保及び提供等を行う「シルバー人材センター事業」

を一体的に実施することにより、効果的かつ効率的に、施設の設置目的の達成に努めます。 

ア 誰もが安全で安心して利用できる施設管理 

・生きがい福祉センターが設置されて以来、当センターの維持管理を担当し、管理に

関するノウハウを十分蓄積している職員で管理を行ってきており、今 後もこの経

験を踏まえ、より一層、施設の効率的な管理運営に努めます。 

・職員による巡回等の実施により安全を確認するとともに、災害時の対応も想定した

管理運営マニュアル等を整備し、年２回の施設全体の総合防災訓練や、障がい者会

員を対象とした毎月の避難訓練を実施するなど、施設管理と就業の両面における安

全確保に努めます。  

イ 高齢者及び心身障がい者等の社会参加や就業機会の確保及び提供等 

（ア） 生きがい就労センター事業 

  生きがいを求める心身障がい者及び女性を会員とする「生きがい就労センター」

において、会員に適した就業機会の確保及び提供等に関する事業を行います。 

・会員の意向等を十分に確認しつつ、地域や関係機関との協力並びに連携を図り

ながら自己の能力と経験を活用する場の確保に努めます。 



・会員の拡大を図るため、藤沢市及びハローワーク等関係機関と連携するととも

に、学校、藤沢市障がい福祉サービス事業所等との連絡会議等へ参加し、情報交

換や作業体験等の交流により加入促進に努めます。 

・藤沢市障がい福祉サービス事業所説明会への参加、ホームページへの掲載やパン

フレット・チラシ配布、公共施設への会報等の配架によるＰＲ、ハローワーク等

に仕事の紹介依頼を行うなど、作業確保に向けた働きかけを行い就業機会の確保

に努めます。 

・技能・安全講習等の開催により、会員の技能の向上を図り、新たな受託作業や就

業機会の確保及び提供並びに安全就業に努めます。 

（イ）シルバー人材センター事業     

生きがいを求める高齢者を会員とする「シルバー人材センター」において、会員

の能力の活用を図るための就業機会の確保及び提供等に関する事業を行います。

（「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づくシルバー人材センター事業

は、国及び市の補助事業であるため、指定管理料は必要としません。） 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・会員の希望と経験に応じた就業機会の確保及び提供等を行うため、公益社団法

人神奈川県シルバー人材センター連合会との共催による高齢者活躍人材確保育

成事業の技能講習会等の開催の他、職業紹介事業、労働者派遣事業の推進によ

り多様な就業要望に応えます。 

・高齢者会員の増加が今後も予測されるため、就業分野の開拓・拡大事業による

顧客訪問や地域交流によるＰＲ等により、受託可能な作業確保に努めます。ま

た、会員の技能と経験を生かし、会員による講師や生きがい福祉センターの日

常清掃等への活用に努めます。 

・今後も引き続き、会員の技能と経験を生かした事業の推進を図るため、入  会

や就業に関する相談についてきめ細かく対応するとともに、スキルアップ講習会

等の実施により会員の技能向上を図り、就業機会の確保及び提供に努めます。 

高齢者の就業支援 障がい者等の就業支援

（シルバー人材センター事業） （生きがい就労センター事業）

○就業機会の確保 ○就業機会の確保 ○施設の清掃等

○就業機会の提供 ○就業機会の提供 ○小破修繕

・就業先の紹介、斡旋等 ・就業先の紹介、斡旋等 ○設備の保守点検

・就業相談の実施 ・就業相談の実施

○就業に必要な技能等 ○就業に必要な技能等

　研修の実施 　研修の実施

○使用等の承認 ○使用等の承認

藤沢市生きがい福祉センターの指定管理業務

○障がい者等の就業機会の確保等については、シルバー人材センターの運営技術等を
活用し、シルバー人材センターと一体的に実施することで、より効率的かつ効果的な
管理運営を行います。

施設の維持管理


